
第１３２回経営協議会議事要旨 
日 時： 令和８年２月１９日（木） １３：００～１４：３０ 

場 所： 山口大学事務局１号館４階 特別大会議室（オンライン会議システム GoogleMeet 併用） 

出席者： 谷澤、松野、進士、上西、葛、溝部、七村、レール、石井、松永、鍋山、佐藤 

今村、岩崎、川上、木村、齋藤、末永、田子、平屋、丸山、椋梨、山本（佳）、山本（謙）、

吉武 

欠席者： 原山、惠良、桜井 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ： 福田、木村 

 

議 題： 

 

Ⅰ．議事要旨の確認 

学長から、第１３１回経営協議会の議事要旨の確認があり、原案のとおり承認された。 

 

Ⅱ．審議事項 

１．国立大学法人山口大学学則等の一部改正について 

  松野理事及び葛理事から、国立大学法人山口大学学則等の一部改正について審議資料１に基づ

き説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会に付議することとなった。 

 

２．国立大学法人山口大学における授業料、検定料及び入学料に関する規則の一部改正について 

  葛理事から、国立大学法人山口大学における授業料、検定料及び入学料に関する規則の一部改

正について審議資料２に基づき説明があった。審議の結果、原案のとおり了承され、役員会に付

議することとなった。 

 （主な意見及び質疑応答は次のとおり ○は学外委員、◇は学内委員） 

 ○資料の表で、令和８年度の大学院（修士・博士前期）の授業料が、ある箇所では旧額（535,800

円）、別の箇所（別表）では改定後の額（642,960 円）と記載されているが、この整合性はどうな

っているのか。 

◇大学院については、令和８年度入学者に限り１年間の緩和措置を置き、旧額を適用する。別表

の改定後の額は、原則として令和９年度以降の入学者に適用されるものである。 

○この１年間の据え置きは、授業料改定の告知と、既に実施された入試や進学手続きの時期のず

れに配慮したという趣旨か。 

◇一部の大学院入試は前年８月に実施されており、受験生が既に旧額を前提に準備している状況

に配慮し、次年度（令和９年度）からの適用とした。 
 

３．令和８年度予算編成方針（案）について 

  溝部理事から、令和８年度予算編成方針（案）について審議資料３に基づき説明があり、審議

の結果、原案のとおり了承され、役員会に付議することとなった。 

 （主な意見及び質疑応答は次のとおり ○は学外委員、◇は学内委員） 

 ○予算案の審議において、前年度予算との比較だけでは妥当性の判断が難しいため、令和７年度

の実績予測との比較を示すべきではないか。 

◇国立大学の会計上、年度末に向けて外部資金と一般財源の入り繰り調整を行う必要があり、最

終的な決算額が確定する６月までは数値が流動的である。そのため、誤解を招かないよう予算対

予算の比較を基本としている。 

○支出実績を月次で把握し、予算の進捗を管理するのは当然である。情報が確定していなくても

「足元の状況」を共有しなければ、経営協議会としての判断根拠が乏しくなる。 

○「予算は組んだ通りに執行するもの」という旧来の考え方ではなく、予算を節約してより有効

に使うという視点に立って編成・執行を考えるべきである。 

○次年度の予算方針を審議するにあたり、予算と実績の乖離を踏まえた議論とするため、今期（令

和 7 年度）の実質的な支出総額の見込みについて、説明すべきであるとの要望があった。 



  

 ４．短期借入の仕組みについて 

   溝部理事から、短期借入の仕組みについて審議資料４に基づき説明があり、審議の結果、原案

のとおり了承され、役員会に報告することとなった。 

  （主な意見及び質疑応答は次のとおり ○は学外委員、◇は学内委員） 

  ○一時的な資金不足のたびに審議を行うのは事務負担が大きいため、当座貸越の枠取りのような

形にして、アラートが出た際に学長裁量で実行できる仕組みを検討すべきである。 

○借入期間や金利設定、契約形態について、実行可能か事前に金融機関と十分協議しておくべき

である。 

○仕組みを構築する際、あらかじめ借入期間を「２ヶ月以内」などと定めておくと、実務上の決

裁がよりスムーズになる。 

◇法律で年度内の返済が義務付けられているため、３月の資金不足を補うための借り入れは、必

然的に数日間の短期契約になると考えている。 

 

 ５．その他 

   特記すべき事項はなし。 

 

Ⅲ．報告事項 

１．令和 8年度一般選抜志願状況について  

  葛理事から、令和 8 年度一般選抜志願状況について報告資料１に基づき、説明があった。 

 

２．その他 

学長から、令和８年４月からの執行部体制について口頭で報告があった。詳細は３月の本会議

で正式に示される予定である。  

 

【配付資料】 

第１３２回経営協議会議事要旨（案） 

＜審議資料＞ 

１   国立大学法人山口大学学則等の一部改正 

２   国立大学法人山口大学における授業料、検定料及び入学料に関する規則の一部改正 

３－１ 令和８年度予算編成方針（案）【当初予算フレーム（大学分）について】. 

３－２ 令和８年度予算編成方針（案） 

４   短期借入の仕組み 

 

＜報告資料＞ 

１   令和８年度一般選抜志願状況 

 

 

 


